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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】手術システム及び関係する方法は、手術器具に
取り付けられた未使用の手術用カートリッジの存在を確
認する。
【解決手段】カートリッジは、カートリッジを動作させ
るために発射方向に作動される入力部を有する。所定の
強度以下に制限された作動入力が発生される。作動入力
は、トルク又は力の少なくとも一つを含む。作動入力は
、出力部を発射方向の反対側に所定の量だけ作動させる
ことを試行するために、手術器具の出力部に伝達される
。出力部は、カートリッジが手術器具に取り付けられた
場合に、動力伝達可能にカートリッジの入力部と結合さ
れる。結果として生じる出力部の作動量は、測定され、
そして閾値作動量と比較される。結果として生じる出力
部の作動量が閾値作動量よりも小さい場合に、カートリ
ッジが存在し、かつ未使用であることが決定される。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手術器具に取り付けられた未使用の手術用カートリッジの存在を確認する方法であって
、該カートリッジは該カートリッジを操作するために発射方向に作動される入力部を有し
、当該方法は、
　所定の強度以下に制限された作動入力を発生するステップであって、該作動入力はトル
ク又は力の少なくとも一つを含む、発生ステップ、
　前記手術器具の出力部に前記作動入力を伝達し、該出力部を前記発射方向と反対に所定
の量だけ作動させることを試みるステップであって、前記カートリッジが前記手術器具に
取り付けられた場合に、前記出力部は動力伝達可能に前記カートリッジの前記入力部に結
合される、伝達ステップ、
　結果として生じる前記出力部の作動量を測定する、測定ステップ、
　結果として生じる前記出力部の前記作動量を閾値作動量と比較する、比較ステップ、及
び
　結果として生じる前記出力部の前記作動量が前記閾値作動量よりも小さい場合に、前記
カートリッジが存在し、かつ未使用であると決定する、決定ステップ、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記作動入力の発生ステップは、作動入力の発生に使用される電気モータに供給される
電流を制限するサブステップを含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　作動入力を前記手術器具の前記出力部へ伝達するために使用される駆動伝達装置の摩擦
を測定するステップ、及び
　前記所定の強度を、前記測定された摩擦よりも大きな値に設定するステップ、
　を更に含む、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記所定の強度を、前記手術器具の通常の動作限度よりも小さい値に設定するステップ
、を含む、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記所定の強度を、通常の動作限界の２０％よりも小さい値に設定するステップ、を含
む、請求項４記載の方法。
【請求項６】
　結果として生じる前記出力部の作動量を測定する前記測定ステップは、センサの出力を
追跡することを含み、該センサは、前記手術器具の前記出力部への作動入力の伝達に使用
される動力伝達装置の作動を追跡するように構成されている、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記出力部の作動量を測定する測定ステップは、
　前記出力部の動きを追跡するステップ、及び
　試行された出力部の作動の停止を監視するために、前記出力部の前記追跡された動きを
処理するステップ、
　を含む、請求項１記載の方法。
【請求項８】
　試行された前記出力部の作動の停止が検出された場合に、作動入力の発生が終了される
ステップ、を更に含む、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記手術用カートリッジは関節ナイフを有し、
　前記所定の量は、使用済みの形態の前記手術用カートリッジに加えられた場合に、前記
ナイフの露出に結果する量よりも小さい、
　請求項１記載の方法。
【請求項１０】
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　ロボット手術システムであって、
　マスター入力装置、
　作動出力部を有する手術器具であって、当該手術器具は、手術用カートリッジを受容及
び支持するように構成され、該手術用カートリッジは、該手術用カートリッジが動作する
発射方向に作動される入力部を有し、該手術用カートリッジ入力部は、前記手術用カート
リッジが前記手術器具に取り付けられた場合に、前記作動出力部に動力伝達可能に結合さ
れる、手術器具、
　前記マスター入力装置への使用者の入力に応じて、前記手術器具を動かすように構成さ
れたロボットアーム、
　前記手術器具作動出力部と動力伝達可能に結合された駆動源、
　前記手術器具作動出力部の動きを検出するように構成されたセンサ、及び
　前記センサ及び前記駆動源と通信可能に結合された制御部であって、当該制御部は、プ
ロセッサ、及び命令を含む実体的な記憶媒体を有し、該命令は、実行された場合に、前記
駆動源が所定の強度以下の作動入力を発生するように前記プロセッサに前記駆動源を制御
させ、
　前記作動入力はトルク又は力の少なくとも一つを含み、
　前記作動入力は前記手術器具作動出力部に伝達されて前記作動出力部を所定の量だけ前
記発射方向と反対に作動することを試行し、
　前記制御部は、結果として生じる前記作動出力部の作動量を閾値作動量と比較し、結果
として生じる前記作動出力部の前記作動量が前記閾値作動量よりも小さい場合に、前記カ
ートリッジが存在しかつ未使用であることを決定する、制御部、
　を有する、ロボット手術システム。
【請求項１１】
　前記作動入力の発生は、作動入力の発生に使用される電気モータに供給される電流の制
限を含む、請求項１０記載のシステム。
【請求項１２】
　前記所定の強度は、前記手術器具の通常の動作限度よりも小さい、請求項１０記載のシ
ステム。
【請求項１３】
　前記所定の強度は、前記手術器具の通常の動作限度の２０％よりも小さい、請求項１２
記載のシステム。
【請求項１４】
　前記センサは、位置センサ、速度センサ又は加速度センサの少なくとも一つを有する、
請求項１０記載のシステム。
【請求項１５】
　前記位置センサは、ホールセンサ又はエンコーダの少なくとも一つを有する、請求項１
４記載のシステム。
【請求項１６】
　前記速度センサは、誘導速度センサ又はタコメータの少なくとも一つを有する、請求項
１４記載のシステム。
【請求項１７】
　前記加速度センサは、振動加速度センサを有する、請求項１４記載のシステム。
【請求項１８】
　前記制御部は、結果として生じる前記作動出力部の作動量が前記閾値作動量よりも小さ
いか否かを決定するために前記センサの出力を監視する、請求項１４記載のシステム。
【請求項１９】
　前記命令は、実行された場合に、前記制御部を、
　前記作動出力部の動きを追跡させ、かつ
　前記追跡された動きを処理し、前記作動出力部の前記試行された動きの停止を監視させ
る、
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　請求項１０記載のシステム。
【請求項２０】
　前記作動出力部が所定の期間内において最小量よりも小さく動いた場合に、停止が検出
される、請求項１９記載のシステム。
【請求項２１】
　前記手術用カートリッジは、関節ナイフを有し、
　前記所定の作動量は、使用済みの形態の手術カートリッジに加えられた場合に、前記ナ
イフの露出に結果する作動の量よりも小さい、
　請求項１０記載のシステム。
【請求項２２】
　前記カートリッジは、
　前記カートリッジが動作した場合に、クランプされた組織内へ打ち込まれる複数のステ
ープル、及び
　前記打ち込まれたステープルの間の複数の列の間でクランプされた組織を切断するよう
に構成された関節ナイフ、
　を有する、請求項１０記載のシステム。
【請求項２３】
　前記カートリッジは、血管をシールするように構成され、シールされた血管を切るよう
に構成された関節ナイフを含む、請求項１０記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本出願は、２０１１年１０月２６日に出願された米国特許仮出願第６１／５５１，８８
０号の利益を主張する。当該出願の全体が参照により本明細書に取り込まれる。
【０００２】
　低侵襲外科技術は、診断又は手術の手順中に損傷を受ける無関係な組織の量を低減し、
それにより患者の回復期間、不快感及び有害な副作用を低減することを目指している。結
果として、標準的な手術のための入院の平均の長さは、低侵襲外科技術を使用して有意に
短縮することができる。また、患者の回復期間、患者の不快感、外科的副作用および仕事
から離れる期間も低侵襲手術で低減することができる。
【０００３】
　低侵襲手術の一般的な形式はエンドスコピー（内視鏡検査及び／又は手術）であり、エ
ンドスコピーの一般的な形式は、低侵襲の腹腔内部の検査（視診）及び手術であるラパロ
スコピー（腹腔鏡検査及び／又は手術）である。標準的な腹腔鏡手術において、患者の腹
部は気体を吹き込まれ、カニューレスリーブは小さな（およそ１～０．５インチ又はそれ
以下の）切開を通り抜けて、腹腔鏡器具のための入口ポートを提供する。
【０００４】
　腹腔鏡手術器具は、大抵は術野を視るための内視鏡（例えば、腹腔鏡）及び術野におい
て作業を行うためのツールを含む。作業ツールは、典型的に従来の（開腹）手術において
用いられるものと同様であるが、それぞれのツールの作業末端又はエンドエフェクタが延
長チューブ（例えば器具シャフト又は主シャフトとしても知られる）によってそのハンド
ルから分離している点で異なる。エンドエフェクタには、例えば、クランプ、把持器、ハ
サミ、ステープラ、焼灼ツール、リニアカッター、又は持針器を有する。
【０００５】
　外科的処置を実行するために、外科医は、カニューレスリーブを通して内部の手術部位
まで作業ツールを通過させ、腹部の外側からこれらを操作する。外科医は、内視鏡によっ
て取得された手術部位の画像を表示するモニタから、処置を視る。類似の内視鏡技術は、
例えば、関節鏡検査、腹膜後腔鏡検査、骨盤鏡検査、腎盂鏡検査、膀胱鏡検査、槽鏡検査
、洞鏡検査、子宮鏡検査、尿道鏡検査などに採用される。
【０００６】
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　低侵襲遠隔手術ロボットシステムは、内部の手術部位での作業時に外科医の器用さを向
上させるだけでなく、外科医が（無菌領域外の）遠隔地から患者に手術をすることを可能
にするために開発されている。遠隔手術システムにおいて、外科医はしばしば制御コンソ
ールで手術部位の画像を提供される。適切なビューア又は表示部上の手術部位の画像を視
ながら、外科医は制御コンソールのマスター入力又は制御装置を操作することによって、
患者に外科的処置を実行する。各マスター入力装置は、サーボ機構によって作動される、
関節のある手術器具の動きを制御する。外科的処置の間、遠隔手術システムは、複数のエ
ンドエフェクタを有する様々な手術器具又はツールの機械的作動及び制御を提供すること
ができる。複数のエンドエフェクタは、マスター入力装置の操作に応じて、外科医の代わ
りに様々な機能、例えば、針の保持又は駆動、血管の把持、組織の切除などを実行する。
【０００７】
　これらのエンドエフェクタの操作及び制御は、ロボット手術システムの特に有益な側面
である。この理由により、外科医の手首の自然な動き方を模倣するために、エンドエフェ
クタの回転運動の３つの自由度を提供する機構を含む手術ツールを提供することが望まし
い。そのような機構は、低侵襲処置における使用のために適切な寸法とされるべきであり
、起こり得る失敗のポイントを減らすために比較的単純に設計されるべきである。加えて
、そのようなメカニズムは、エンドエフェクタが様々な位置において操作されることを可
能にするのに十分な動きの範囲を提供するべきである。
【０００８】
　外科的クランプ及び切断器具（例えば、手術用ステープラとしても知られる非ロボット
制御リニアクランピング、ステープリング、及び切断用の装置、及び電気外科的血管シー
リング装置）は、多くの異なる外科的処置において採用されてきた。例えば、手術用ステ
ープラは、消化管からの癌性または異常な組織を切除することに使用され得る。既知の手
術用ステープラを含む多くの既知の手術用クランピング及び切断用の器具は、組織をクラ
ンプする、対向する顎部及びクランプされた組織を切断するための関節ナイフ（articula
ted　knife）を有する。
【０００９】
　多くの外科的クランピング及び切断用の器具は、患者組織の限られた範囲と相互作用す
るように構成されている。例えば、手術用ステープラは、典型的に患者組織の限られた長
さ、特に手術用ステープラが制限的な体の空洞に展開するのに適したコンパクトな寸法を
有する部分だけをクランプ、ホチキス止め、及び切断するように構成されている。しかし
ながら、関連する外科的処置は、前述の限られた患者組織の長さ以上のホチキス止めを要
求する可能性があり、それによって、他の手術用ステープラの使用及び／又は再利用前に
手術用ステープラにステープルを再装填することを必要とする。再利用を容易にするため
に、多くの手術用ステープラがエンドエフェクタの顎部の一方に着脱可能なステープルカ
ートリッジを採用している。そのようなステープラカートリッジは、要求されるステープ
ル、及びステープルを配置し、ステープルで留められた組織を切断するナイフを統合する
駆動機構を含むことができる。使用に続いて、消費されたステープラカートリッジは、新
しいステープラカートリッジと交換され、手術用ステープラが再利用されることができる
。
【００１０】
　腹腔鏡手術器具内のステープラカートリッジを再装填するために、術野から及びカニュ
ーレから手術器具を引き抜くことが必要である。取り外しは、時間を消費するものであり
、外科的処置を遅らせる。そのため、手術器具が未だ発射されていないカートリッジを有
する場合には、器具の取り外しが生じないことが望ましい。しかしながら、外科的処置に
おいては、ある手術器具が消費されたカートリッジを有するか、又は未消費のカートリッ
ジを有するかに関して不確実性が存在する事態が生じ得る。加えて、たとえ手術器具が視
認可能にアクセス可能であったとしても、特に、観察者が訓練されていない場合には、カ
ートリッジが消費されているか未消費であるかが見てすぐにわからないこともある。
【００１１】
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　従って、手術器具に取り付けられた未使用の手術用カートリッジの存在を確認する方法
の必要性が存在すると信じられる。そのような方法は、好ましくは自動化されており、手
術器具を操作するために使用されるロボット手術システムに組み込まれることが可能であ
るべきである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　手術器具に取り付けられた未使用の（unfired）手術用カートリッジの存在を自動的に
確認する手術システム、及び関連する方法が開示される。開示される方法は、カートリッ
ジの発射方向の反対側の手術器具の作動出力を、所定の量だけ駆動することを試みる。カ
ートリッジが発射されているか又は存在しない場合に、作動出力は上記の所定の量まで作
動され得る。未使用の手術器具が存在する場合は、試行された作動が停止する前に、作動
出力部は閾値作動量よりも少ない量のみ作動され得る。この方法は、未使用の手術用カー
トリッジの存在を自動的に確認するために使用されることができる。それによって、手動
での確認に伴う時間及び費用を節約すること、及び、術野から手術器具を取り外すことな
く、配置済みの手術器具に取り付けられた未使用の手術用カートリッジの存在の確認を可
能にする。この方法は、如何なる適切な時期にも使用されることができる。例えば、この
方法は初期検査として使用されることができる。この方法は、定期的に使用されることも
できる。この方法は、例えば低い作動レベル（例えば力及び／又はトルク）を使用するこ
と及び動きを検査することによって、連続的に使用されることもできる。
【００１３】
　従って、一つの形態において、手術器具に取り付けられた未使用の手術用カートリッジ
の存在を確認する方法が開示されている。カートリッジは、カートリッジを動作させる発
射方向に作動される入力部を有する。その方法は、作動入力を発生させるステップを含む
。作動入力は所定の強度よりも小さいか、同等に制限される。作動入力は、トルク又は力
の少なくとも一つを含む。作動入力は、手術器具の出力部へ伝達され、出力部を発射方向
と反対に所定の量だけ作動することを試行する。カートリッジが手術器具に取り付けられ
ている場合に、出力部は動力伝達可能にカートリッジ入力部と結合されている。結果とし
て生じる出力部の作動量は、測定され、そして閾値作動量と比較される。結果として生じ
る出力部の作動量が閾値作動量よりも小さい場合に、カートリッジが存在しかつ未使用で
あると決定される。
【００１４】
　本発明の方法の多くの実施形態において、作動入力は電気モータによって発生される。
その電気モータは、発生される作動入力を制限するように制御される。例えば、作動入力
の発生は、作動入力の発生に使用される電気モータに供給される電流の制限を含み得る。
【００１５】
　作動入力の所定の強度は、手術器具出力へ作動入力を伝達する動力伝達装置の特性に基
づいて選択されてもよい。例えば、作動入力を手術器具の出力部へ伝達するために使用さ
れる駆動伝達装置の摩擦が測定されて、所定の強度が測定された摩擦よりも大きく設定さ
れてもよい。
【００１６】
　本発明の方法の多くの実施形態において、所定の強度は手術器具の通常の動作限度より
も小さな値に設定される。例えば、多くの実施形態において、手術器具の通常の動作限界
の４０％よりも小さく設定される。そして、多くの実施形態において、所定の強度は通常
の動作限界の２０％よりも小さな値に設定される。
【００１７】
　本発明の方法の多くの実施形態において、出力部の結果として生じる作動を測定するた
めにセンサが使用される。例えば、作動入力の手術器具出力への伝達に使用される動力伝
達装置の作動を追跡するためにホールセンサが使用され得る。他の例として、作動入力の
手術器具出力への伝達に使用される動力伝達装置の作動を追跡するためにエンコーダが使
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用され得る。動力伝達装置の作動は、動力伝達装置に動力伝達可能に連結された作動源（
例えばモータ）の動きを追跡することによって直接的又は間接的に追跡され得る。
【００１８】
　本発明の方法の多くの実施形態において、出力部の動きが追跡され、処理される。追跡
及び処理された出力部の動きが、試行された出力部作動の停止の監視に用いられる。試行
された作動の停止が検出された場合に、作動入力の発生が終了されてもよい。
【００１９】
　本発明の方法の多くの実施形態において、手術用カートリッジは関節ナイフを有する。
多くの実施形態において、所定の作動量は、手術用カートリッジが使用済みの形態（fire
d　configuration）である場合にナイフの露出に結果として生じる量よりも小さい。
【００２０】
　一つの他の態様において、ロボット手術システムが開示される。ロボット手術システム
は、マスター入力装置、作動出力部を有する手術器具、使用者によるマスター入力の操作
に応じて手術器具を動かすように構成されたロボットアーム、動力伝達可能に手術器具作
動出力部に連結された駆動源、手術器具作動出力部の動きを測定するように構成されたセ
ンサ、及びセンサ及び駆動源と通信可能に結合した制御部、を有する。手術器具は、手術
用カートリッジを受容及び支持するように構成される。手術用カートリッジは、手術用カ
ートリッジが動作する発射方向に作動（例えば回転、並進）される入力部を有する。手術
用カートリッジが手術器具に取り付けられた場合に、カートリッジは、作動出力に動力伝
達可能に結合される。制御部は、プロセッサ及び命令を含む実体的な記憶媒体を有する。
その命令は、実行された場合に、駆動源が所定の強度よりも小さいか又は等しい作動出力
を発生するようにプロセッサに駆動源を制御させる。作動入力は、少なくともトルク又は
力の一つを有する。作動入力は、手術器具作動出力部に伝達され、作動出力部を発射方向
の反対側に所定量分動かすことを試みる。制御部は、結果として生じる作動出力部の作動
量を作動量閾値と比較し、結果として生じる作動出力部の作動量が作動量閾値よりも小さ
い場合にカートリッジが存在し、かつ未使用であることを決定する。
【００２１】
　本発明のシステムの多くの実施形態において、作動入力は、発生される作動入力を制限
するように制御される電気モータによって発生される。例えば、作動入力の発生は、作動
入力の発生に使用される電気モータに供給される電流の制限を含み得る。
【００２２】
　本発明のシステムの多くの実施形態において、所定の強度は、手術器具の通常の動作限
度よりも小さく設定される。例えば、多くの実施形態において、所定の強度は、手術器具
の通常の動作限度の４０％よりも小さく設定される。そして、多くの実施形態において、
所定の強度は、通常の動作限度の２０％よりも小さく設定される。
【００２３】
　本発明のシステムの多くの実施形態において、結果として生じる出力部の作動量を測定
するためにセンサが使用される。制御部は、結果として生じる作動出力部の作動量が閾値
作動量よりも小さいか否かを決定するために、センサの出力信号を監視することができる
。例えば、センサはホールセンサを有してもよい。制御部は、ホールセンサのカウントを
数え、結果として生じる作動出力部の作動量が閾値作動量よりも小さいか否かを決定する
ためにホールセンサのカウントと所定の数値を比較することができる。他の実施形態とし
て、エンコーダが使用され得る。そして、エンコーダの出力信号が、結果として生じる作
動出力部の作動量が閾値作動量よりも小さいか否かを決定するために制御部によって監視
されてもよい。他の実施形態として、センサは、例えば誘導速度センサのような速度セン
サ又はタコメータであってもよい。制御部は、測定された速度から相対的位置を導き出す
ことができる。他の実施形態として、センサは加速度センサであってもよく、位置は測定
された加速度から導き出される。
【００２４】
　本発明のシステムの多くの実施形態において、出力部の動きは、試行された作動の停止
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を監視するために追跡される。試行された作動の停止は、作動出力が所定の期間内に最小
量よりも小さく移動した場合に検出される。試行された作動の停止が検出された場合に、
作動入力の生成が終了されてもよい。
【００２５】
　本発明のシステムの多くの実施形態において、手術用カートリッジは、関節ナイフを有
する。多くの実施形態において、所定の作動量は、手術用カートリッジが使用済みの形態
である場合にナイフの露出に結果として生じる量よりも小さい。多くの実施形態において
、カートリッジは、カートリッジが作動された場合にクランプされた組織に打ち込まれる
ステープルを含む。多くの実施形態において、関節を有するナイフは、クランプされた組
織を打ち込まれたステープルの複数の列の間で切断するように構成される。多くの実施形
態において、カートリッジは、血管をシールするように構成され、シールされた血管を切
断するように構成された、関節ナイフを有する。
【００２６】
　本発明の本質及び利点のより完全な理解のために、次の詳細な説明及び添付の図面を参
照すべきである。本発明の複数の他の実施態様、目的及び利点が、図面及び続く詳細な説
明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、多くの実施形態において手術を実施するために使用される低侵襲ロボッ
ト手術システムの平面図である。
【図２】図２は、多くの実施形態によるロボット手術システムのための外科医の制御コン
ソールの斜視図である。
【図３】図３は、多くの実施形態によるロボット手術システム電子カートの斜視図である
。
【図４】図４は、多くの実施形態によるロボット手術システムを概略的に示す。
【図５Ａ】図５Ａは、多くの実施形態によるロボット手術システムの患者側カート（手術
ロボット）の正面図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、多くの実施形態によるロボット手術ツールの正面図である。
【図６】図６は、多くの実施形態による、対向するクランプ顎部を有するエンドエフェク
タを含むロボット手術ツールの斜視図である。
【図７】図７は、多くの実施形態による、６列のステープルを有するリニアステープリン
グ及び切断手術器具の着脱可能なカートリッジの斜視図である。
【図８】図８は、多くの実施形態による、図７のカートリッジ及び取り付けられたステー
プル保持具の斜視図である。
【図９】図９は、多くの実施形態による、図７のカートリッジとエンドエフェクタ組立品
との間の取り付けの詳細を示す断面図である。
【図１０】図１０は、多くの実施形態による、手術器具に取り付けられた、未使用の手術
用カートリッジの存在を確認する方法の動作を一覧表にしたものである。
【図１１】図１１は、図１０の方法の任意的な動作を一覧表にしたものである。
【図１２】図１２は、使用済みの出用カートリッジのための例示的な関節ナイフ形状を例
示的に示す。
【図１３】図１３は、多くの実施形態による、ロボット手術システムの手術器具に取り付
けられた未使用の手術用カートリッジの存在の確認の実施に関係する構成要素の高水準の
ビューを提供する、単純化された模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下の説明において、本発明の様々な実施形態が説明される。説明の目的のため、実施
形態の完全な理解を提供するために具体的な形状及び詳細が説明される。しかしながら、
本発明は本明細書に記述される具体的な詳細通りでなくとも実践し得ることも当業者には
明らかであろう。さらに、周知な特徴は、本明細書に記述される実施形態を不明瞭にしな
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い目的で省略又は単純化されている。
【００２９】
　［低侵襲ロボット手術］
ここから、同様な参照数字はいくつかの図面を通じて同様な部品を代表する、複数の図面
を参照すると、図１は低侵襲ロボット手術システム（ＭＩＲＳ）１０の平面図である。低
侵襲ロボット手術システム１０は、手術台１４上に横になった患者１２への低侵襲診断又
は外科的処置のために典型的に使用される。システムは、処置の間外科医１８によって使
用されるための外科医用コンソール１６を含んでもよい。一人又はそれ以上の助手２０も
処置に参加することができる。ＭＩＲＳシステム１０は、患者側カート（手術ロボット）
２２及び電子カート２４を更に有してもよい。患者側カート２２は、外科医１８がコンソ
ール６を通して術野を観察している間、患者１２の体の低侵襲な切開を通じて、少なくと
も一つの取り外し可能に連結されたツール組立品２６（以下、単に“ツール”を呼ぶ）を
操作する。術野の画像は、内視鏡２８によって取得される。内視鏡２８は、例えば内視鏡
２８の向きを変えることができる患者側カート２２によって操作できる、立体視内視鏡で
ある。電子カート２４は、処理に続く外科医用コンソール１６を通じた外科医１８への画
像表示のために、術野の画像を処理するために使用されることができる。一度に使用され
る手術ツール２６の数は一般的に、その他の要素の中でもとりわけ、その診断又は外科的
処置及び手術室内に制約する空間に依存する。ある処置の間に、使用中の複数のツール２
６の一つ又はそれ以上を交換することが必要な場合は、助手２０は患者側カート２２から
ツール２６を取り外し、手術室内のトレイ３０からの他のツール２６に交換することがで
きる。
【００３０】
　図２は、外科医用コンソール１６の斜視図である。外科医用コンソール１６は、奥行き
知覚を可能にする手術部位の協調された立体像を外科医１８に提示するための左目用表示
部３２及び右目用表示部３４を有する。コンソール１６は、一つ又はそれ以上の入力制御
装置３６を更に有する。振り返って入力制御装置３６は、患者側カート２２（図１参照）
に一つ又はそれ以上のツールを操作させる。入力制御装置３６は、それらに関連するツー
ル２６（図１参照）と同じ自由度を提供し、外科医がツール２６を直接的に制御している
という強い間隔を持つように、外科医にテレプレゼンス、又は入力制御装置３６がツール
２６と一体化しているかのような知覚を提供することができる。この目的を達成するため
に、位置、力、及び触覚のフィードバックセンサ（図示せず）を採用して、入力制御装置
３６を通じて位置、力、及び触覚の知覚をツール２６から外科医の手に返してもよい。
【００３１】
　外科医用コンソール１６は、電話又は他の通信媒体を通すよりもむしろ、必要であれば
物理的に居合わせ、助手に直接話すなどして外科医が直接処置を監視できるように、通常
患者と同じ部屋内に位置している。しかしながら、外科医は異なる部屋、完全に異なる建
物又はその他の患者から離れた場所に位置することが可能であり、遠隔外科的処置が可能
である。
【００３２】
　図３は、電子カート２４の斜視図である。電子カート２４は、内視鏡２８に結合される
ことができ、例えば現地に及び／又は遠隔地に位置する外科医用コンソール上又は他の適
切な表示部上の外科医へ、キャプチャーした画像を続く表示のために処理するためのプロ
セッサを有していてもよい。例えば、立体像内視鏡が使用される場合に、電子カート２４
は、キャプチャーされた画像を処理して、手術部位の協調立体像を外科医に提示すること
ができる。そのような協調は、対向する複数の画像の間の位置合わせを含むことができ、
また、立体像内視鏡のステレオ作動距離を調整することを含むことができる。その他の例
として、画像処理は、以前に決定されたカメラ校正パラメータを使用して、例えば光学収
差のような、画像キャプチャー装置の結像誤差を補償することを含んでもよい。
【００３３】
　図４は、（例えば図１のＭＩＲＳシステム１０のような）ロボット手術システム５０を
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概略的に示す。前述のように、（例えば図１におけるコンソール１６のような）外科医用
コンソール５２は、低侵襲処置の間に、（例えば図１における患者側カート２２のような
）患者側カート（手術ロボット）５４を制御するために、外科医に使用され得る。患者側
カート５４は、例えば立体像内視鏡のような画像装置を使用して、処置部位の画像をキャ
プチャーし、キャプチャーした画像を（例えば図１における電子カート２４のような）電
子カート５６に出力することができる。前述のように、電子カート５６は、如何なる後続
の表示にも先立って、キャプチャーされた画像を様々な方法で処理することができる。例
えば、電子カート５６は、キャプチャーされた画像を仮想制御インターフェイスに重ねて
から、外科医用コンソール５２を介して組み合わされた画像を外科医に表示することがで
きる。患者側カート５４は、電子カート５６の外部での処理のために、キャプチャーされ
た画像を出力することができる。例えば、患者側カート５４は、キャプチャーされた画像
を処理するために使用され得るプロセッサ５８に、キャプチャーされた画像を出力するこ
とができる。画像はまた、電子カート５６及びプロセッサ５８の組み合わせによって処理
され得る。これらは結合されて、キャプチャーされた画像を合同で、順番に及び／又はこ
れらの組合せで処理する。一つ又はそれ以上の独立した表紙部６０もまた、例えば処置部
位の画像又は他の関係する画像の、現地での及び／又は遠隔での画像の表示のために、プ
ロセッサ５８及び／又は電子カート５６に結合され得る。
【００３４】
　図５Ａ及び図５Ｂは、それぞれ、患者側カート２２及び手術ツール６２を示す。手術ツ
ール６２は、手術ツール２６の一つの例である。本実施形態において記述された患者側カ
ート２２は、３つの手術ツール２６、及び例えば処置部位の画像キャプチャーに使用され
る立体像内視鏡のような、一つの画像装置２８の操作を提供する。操作は、多数のロボッ
ト関節を有するロボット機構によって提供される。画像装置２８及び手術ツール２６は、
運動学的な遠隔の中心が患者の切開の位置に維持されて切開の寸法を最小化するように、
患者の切開を通じて配置及び操作される。手術ツール２６が画像装置２８の視野内に位置
する場合に、手術部位の画像は、手術ツール２６の遠位端の画像を含むことができる。
【００３５】
　［組織把持用エンドエフェクタ］
図６は、手術ツール７０を示す。手術ツール７０は、近位端側の筐体７２、器具シャフト
７４、及び患者組織を把持するために関節接合され得る顎部７８を有する遠位のエンドエ
フェクタ７６を有する。近位端側の筐体は入力連結器を有する。入力連結器は、患者側カ
ート２２の対応する出力連結器と相互作用し、かつ駆動されるように構成される。入力連
結器は、動力伝達可能にエンドエフェクタ７６に連結されている。
【００３６】
　［リニアステープリング及び切断用手術器具］
図７は、多くの実施形態による、リニアステープリング及び切断用手術器具の着脱可能な
カートリッジ１００を示す。カートリッジ１００は、本明細書において記述される手術ツ
ール及び手術システム（例えば手術システム１０、手術システム５０）内のような、適切
な手術システムで使用される適切な手術ツールにおいて使用され得る。カートリッジ１０
０は、エンドエフェクタの顎部に取り外し可能に取り付けられるように構成される。カー
トリッジは、エンドエフェクタの顎部に取り付けられる近位端１０２及びエンドエフェク
タの顎部の対応する遠位端に配置される遠位端１０４を有する。カートリッジ１００は、
６列のステープル開口１０６、長手方向に延びる隙間１０８、近位ナイフ格納部１１０、
遠位ナイフ格納部１１２及び回転入力部１１４を有する。多くの実施形態において、ステ
ープルはステープル開口の夫々から発射（deployment）されるために、当該開口の夫々に
配置される。長手方向に延びる隙間１０８は、ナイフ部材（図示せず）の切断刃を収容す
ることができる。ナイフ部材は、近位ナイフ格納部１１０から遠位ナイフ格納部１１２へ
ナイフ部材が動くに従って、隙間１０８から突出するように延びる。手術の作業中、ステ
ープルは最初カートリッジの近位端１０２から発射が始まり、次第にカートリッジの遠位
端１０４に進行する。切断刃は、完全にステープル止めされた組織のみを切断することを
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確実にするため、組織のステープル止めの後に続くように動かされる。図８は、カートリ
ッジ１００を使用する前に取り外されるステープル保持具１１６が取り付けられた状態の
、カートリッジ１００を示す。
【００３７】
　図９は、多くの実施形態による、カートリッジ１００のエンドエフェクタ１１８への取
り付け具の詳細を示す断面図である。エンドエフェクタ１１８は、下方顎部１２０、上方
顎部１２２、自由度２のリスト（wrist）１２４、回転駆動されるクランプ機構１２６、
及びバネ付勢された連結器１２８を有する。下方顎部１２０は、カートリッジ１００を収
容及び支持し、かつバネ付勢された連結器１２８に対してカートリッジ１００の位置を合
わせるように構成される。上方顎部１２２は、下方顎部１２０に回転可能に連結され、組
織をしっかりと持つ（clamp）ために下方顎部１２０に関節接合する。上方顎部１２２は
、ステープルの打ち込みの際にステープルを“Ｂ”型形状に形成するように、構成及びス
テープル開口１０６に対して配置された、ステープル形成溝を有する。
【００３８】
　自由度２のリスト１２４は、エンドエフェクタ１１８の細長い器具シャフト１３０への
取り付け部を提供し、エンドエフェクタ１１８を、器具シャフト１３０に対して直角な二
つの軸に関して関節接合させる。使用され得る適切な自由度２のリストの詳細は、２０１
０年１１月１２日に出願され、“SURGICAL　TOOL　WITH　A　TWO　DEGREE　OF　FREEDOM
　WRIST（自由度２のリストを有する手術ツール）”と表題が付けられた、米国特許出願
第１２／９４５，７４８に開示される。当該出願の開示の全ては、参照により本明細書に
取り込まれる。
【００３９】
　回転駆動されるクランプ機構１２６は、上方及び下方の顎部の間に組織をしっかりと掴
むように、上方顎部１２２を下方顎部１２０に対して作動する。クランプ機構１２６は、
器具シャフト１３０の内部に配置された第一の駆動軸１３２によって回転駆動される。使
用され得る適切な回転駆動されるクランプ機構の詳細は、２０１０年１１月１２日に出願
され、“END　EFFECTOR　WITH　REDUNDANT　CLOSING　MECHANISMS（冗長な閉鎖機構を有
するエンドエフェクタ）”と表題が付けられた、米国特許出願第１２／９４５，５４１に
開示される。当該出願の開示の全ては、参照により本明細書に取り込まれる。
【００４０】
　バネ付勢された連結器１２８は、カートリッジ１００の主ネジ１３４を延長軸１３６に
回転可能に連結する。延長軸１３６は、器具シャフト１３０の内部に配置された第二の駆
動軸１３８によって駆動される。バネ付勢された連結器１２８は、コイルバネ１４０及び
連結フィッティング１４２を含む。本明細書において記述された実施形態において、連結
フィッティング１４２は、回転入力部１１４及び延長シャフト１３６の三方の外面と相互
作用する三葉のスプライン受容器を採用している。バネ付勢された連結器１４２は、エン
ドエフェクタ１１８内にカートリッジ１００が挿入される場合に起こり得る三葉のスプラ
イン受容器の角度のズレを受け入れることができる。バネ付勢された連結器１４２は、角
度に関して整列するように回転された場合に、三葉のスプライン受容器に完全に係合する
。主ネジ１３４の回転は、カートリッジ１００の駆動部材１４４を図示されたその初期の
近位位置からカートリッジ１００の遠位端１０４に向かって平行移動させるために使用さ
れる。結果として生じる駆動部材１４４の遠位端側への動きは、ステープルを発射するた
め、及びナイフを遠位端側に進ませて、複数の発射されたステープルの列の中央でクラン
プされた組織を切り落とすために使用される。
【００４１】
　エンドエフェクタ１１８は、第一の自在継手組立品１４８及び第二の第一の自在継手組
立品１５０を含む。第一の自在継手組立品１４８は、クランプ機構１２６を第一の駆動シ
ャフト１３２に回転可能に連結する。第二の自在継手組立品１５０は、延長シャフト１３
６を第二の駆動シャフト１３８に回転可能に連結する。第一及び第二の自在継手組立品１
４８及び１５０のそれぞれは、器具シャフト１３０に対するエンドエフェクタ１１８のピ
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ッチ及びヨーの範囲に適合可能な角度の範囲に渡ってトルクを伝達するように構成される
。使用し得る適切な自在継手組立品の詳細は、２０１０年１１月１２日に出願され、“DO
UBLE　UNIVERSAL　JOINT（二重自在継手）”と表題が付けられた、米国特許出願第１２／
９４５，７４０に開示される。当該出願の開示の全ては、参照により本明細書に取り込ま
れる。
【００４２】
　第一及び第二の駆動シャフト１３２及び１３８は、器具シャフト１３０の中心線からず
れて配置されている。器具シャフト１３０は、独立して回転することができる。第一及び
第二の駆動シャフト１３２，１３８を作動するために使用し得る適切な駆動機構の詳細は
、２０１０年１１月１２日に出願され、“MOTOR　INTERFACE　FOR　PARALLEL　DRIVE　SH
AFTS　WITHIN　AN　INDEPENDENTLY　ROTATING　MEMBER独立した回転部材のナイフの平行
な駆動シャフトのためのモータインターフェイス”と表題が付けられた、米国特許出願第
１２／９４５，４６１に開示される。当該出願の開示の全ては、参照により本明細書に取
り込まれる。
【００４３】
　［カートリッジ状態及び存在の検出方法］
未使用のカートリッジ１００がエンドエフェクタ１１８に取り付けられている場合、駆動
部材１４４は、図９に示されるように、主ネジ１３４に沿ったその配置可能な位置の範囲
の近位側端又はその近傍に配置される。従って、未使用のカートリッジ１００の駆動部材
１４４を近位側端１０２に向かって予測可能な量以上に進ませることは不可能である。そ
れにより、対応する第二の駆動軸１３８の回転の量が制限される。対照的に、使用済みの
カートリッジ１００がエンドエフェクタ１１８に取り付けられている場合、駆動部材１４
４は、主ネジ１３４に沿ったその配置可能な位置の範囲の遠位側端又はその近傍に配置さ
れる。従って、使用済みのカートリッジ１００の駆動部材１４４を、近位側端に向かって
、未使用のカートリッジ１００が取り付けられている場合をはるかに超える量で進ませる
ことが可能である。それにより、実質的により大きな量の、対応する第二の駆動軸１３８
の回転が許容される。そして、カートリッジ１００がエンドエフェクタ１１８に取り付け
られていない場合、第二の駆動軸１３８は実質的に自由に回転され得る。未使用のカート
リッジ１００の駆動部材１４４の限定された可動範囲は、エンドエフェクタ１１８に取り
付けられた未使用のカートリッジ１００の存在を確認するために使用され得る。
【００４４】
　図１０は、多くの実施形態による、手術器具に取り付けられた未使用の手術用カートリ
ッジの存在の確認のための方法２００の、複数の動作を記載する。カートリッジは、カー
トリッジを動作させるための発射方向に作動される入力部を含む。手術器具に取り付けら
れ、作動されるカートリッジを含む任意の適切な手術器具が、方法２００の実行に使用さ
れ得る。例えば、本明細書において記述された適切な手術システム及び手術器具は、方法
２００の実行に使用され得る。
【００４５】
　動作２０２において、所定の強度以下に制限された作動入力が生成される。作動入力は
、トルク又は力の少なくとも一つを含む。動作２０４において、作動入力は手術器具の出
力部に伝達され、所定の量だけ発射方向の反対側への出力部の作動を試行する。出力部は
、カートリッジが手術器具に取り付けられた場合に、駆動力を伝達可能にカートリッジ入
力部に連結される。動作２０６において、結果として生じる出力部の作動量が測定される
。動作２０８において、結果として生じる出力部の作動量が閾値作動量と比較される。そ
して動作２１０において、結果として生じる出力部の作動量が閾値作動量よりも小さい場
合に、カートリッジが存在しかつ未使用であるとの決定がなされる。
【００４６】
　図１１は、多くの実施形態による、方法２００において達成されうる複数の任意的な動
作を記載する。任意的動作２１２において、作動入力の発生に使用される電気モータに供
給される電流が制限される。それにより、電気モータによって発生され得る作動入力を制
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限する働きをする。任意的動作２１４において、出力部への作動入力の伝達に使用される
動力伝達装置における摩擦が測定され、所定の強度は、測定された摩擦よりも大きく設定
される。任意的動作２１６において、所定の強度は、手術器具の通常の動作限度（例えば
トルク限度、力限度）の設定された割合よりも小さく設定される。例えば、多くの実施形
態において、所定の強度は、通常の動作限度の４０％よりも小さく設定される。また、多
くの実施形態において、所定の強度は、通常の動作限度の２０％よりも小さく設定される
。一つの具体的な例として、１００mNmの発射トルク限度を持つ手術器具において、所定
の強度は１５mNmに設定され得る。任意的動作２１８において、結果として生じる出力部
の作動量の測定は、出力部への作動入力の伝達に使用される動力伝達装置の作動を追跡す
るように構成されたセンサ（例えばホールセンサ、エンコーダ）の出力を追跡することを
含む。動力伝達装置の作動は、直接的又は間接的に（例えば、動力伝達装置に動力伝達可
能に連結されたモータの回転を追跡するなどの駆動源の追跡によって）追跡され得る。任
意的動作２２０において、結果として生じる出力部の作動量の測定は、出力部の動きの追
跡、及び試行された出力部の作動の停止を監視するために追跡された出力部の動きを処理
することを含む。任意的動作２２２において、試行された作動が検出された場合に、作動
入力の生成が終了される。
【００４７】
　本明細書において開示された方法は、如何なる適切な応用にも用いることができる。例
えば、本明細書において開示された方法は、手動式が原動機付きか、手持ち式かロボット
式か、直接制御か遠隔制御、又は開腹処置か低侵襲処置（シングルポート又はマルチポー
ト）かによらず、手術器具に用いることができる。
【００４８】
　［試行された作動の考慮。］
多くの実施形態において、所定の作動量（例えば、回転量）は、最大量より大きくなるよ
うに選択される。この最大量は、駆動部材１４４を主ネジ１３４に沿ったその配置可能な
近位側位置の端まで近位側に向かって駆動し、カートリッジ１００のハウジングに係合さ
せ、それにより、更なる主ネジ１３４の回転を停止するために必要とされ得る量である。
必要とされ得る最大の回転量は、その主ネジ１３４に沿った近位側への行程の端に対する
駆動部材１４４の初期位置となり得る範囲、生成された作動トルクの主ネジ１３４への伝
達に使用される動力伝達装置における反発、及び伝達されたトルクに起因する動力伝達装
置内のコンプライアンスに依存する。生成されるトルクの所定の強度限度を、なお動力伝
達装置の摩擦特性の主要因となるためには十分に高い一方で、実際的な程度まで低く設定
することによって、動力伝達装置内のコンプライアンスは低減され得る。主ネジ１３４に
沿った近位側への行程の端に対する駆動部材１４４の初期位置となり得る範囲は、カート
リッジ１００の製造における適切な配慮によって低減され得る。この適切な配慮は、（例
えば、可能な限り回転入力部１１４が発射時の回転方向の反対に回転するようにする課題
を追加することによって）駆動部材１４４が、主ネジ１３４に沿った近位側へ移動し得る
行程の端に可能な限り近く配置されることを確かにするものである。たとえ駆動部材１４
４が主ネジ１３４に沿った近位側へ移動し得る行程の端に配置された場合でも、三葉連結
器１４２の使用は、駆動部材１４４の主ネジ１３４に沿ったその近位側へ移動し得る行程
の端からのある量のずれに結果し得る。これは、回転入力部１１４を連結器１４２と整列
させるために用いられる発射方向での回転入力部１１４の回転によるものである。一つの
例示的な実施形態において、必要とされ得る回転の最大量は、回転入力部１１４の１．５
巻き分よりも小さいと推定される。
【００４９】
　多くの実施形態において、所定の回転量はまた、使用済みの状態の手術用カートリッジ
に適用された場合に、ナイフの露出に結果することになる回転量よりも小さくなるように
選択される。例えば、図１２は例示的な関節ナイフの、使用済みの手術用カートリッジに
おける形状を示す。図示されるように、駆動部材１４４は、主ネジ１３４の遠位端に配置
され、それにより、カートリッジ１００の遠位格納部１１２内のナイフ部材の切断刃１７



(14) JP 2017-148565 A 2017.8.31

10

20

30

40

50

８を保護する。本明細書において示された実施形態において、主ネジ１３４は、切断刃１
７８が露出される前に、発射時の方向に対して反対の方向に２．９回転分、回転されるこ
とができる。従って、試行された回転の停止に必要とされ得る回転の最大量が１．５回転
であり、ナイフの切断刃の露出に結果する回転の量が２．９回転である、ある例示的な実
施形態において、選択される所定の回転量はこれら２つの値の間、例えば２．０回転であ
り得る。使用済みのカートリッジを検出するために選択された所定の回転量の分だけ（射
出方向と反対に）主ネジ１３４が駆動された後に、主ネジ１３４は同一の選択された所定
の回転量の分だけ前方に駆動され、ナイフを初期の完全につまみ出された位置に戻す。こ
の動作は、連続的に使用済みのカートリッジを挿入した後にナイフを格納部の外に駆動す
ることを防止するために行われる。
【００５０】
　［カートリッジ状態及び存在の検出システム］
図１３は、多くの実施形態による、ロボット手術システム（例えば、手術システム１０、
手術システム５０）の手術器具に取り付けられた、未使用手術用カートリッジの存在確認
の実行に関連する複数の構成要素の高レベルの概説を提供する、単純化した模式図である
。ロボット手術システムは、外科医コンソール１６、電子カート２４、患者側カート２２
、器具制御ボックス（instrument　control　box，ＩＣＢ）２３０、手術器具２３２、手
術用カートリッジ１００及びモータパック２３４を含む。
【００５１】
　手術器具２３２は、手術用カートリッジ１００を受容し、支持するように構成される。
手術器具２３２は、回転出力部を含む。手術用カートリッジ１００は入力部を含み、入力
部は手術用カートリッジ１００を操作するために発射方向に回転される。カートリッジ入
力部は、手術用カートリッジ１００が手術器具２３２に取り付けられた場合に、動力伝達
可能に回転出力部に結合される。モータパック２３４は、手術器具２３２に取り付けられ
、また、動力伝達可能に手術器具２３２の回転出力部に結合されるモータ２３６を含む。
モータパック２３４は、手術器具２３２の回転出力部の回転を測定するように構成された
センサ２３８（例えば、位置センサ、速度センサ、加速度センサ）を含む。そして、モー
タパック２３４は、ＩＣＢ（器具制御ボックス）２３０、センサ２３８及びモータ２３６
と通信可能に結合されたローカルプロセッサ２４０を含む。多くの実施形態において、セ
ンサは、モータ２３６の回転を測定することによって手術器具２３２の回転出力部の回転
を測定する。
【００５２】
　ＩＣＢ（器具制御ボックス）２３０は、モータパックのローカルプロセッサ２４０を介
してセンサ２３８及びモータ２３６と通信可能に結合される。ＩＣＢ（器具制御ボックス
）２３０は、プロセッサ２４２及び実体的な保存媒体２４４を含む。実体的な保存媒体２
４４は、実行された場合に、モータ２３６が所定の強度以下の作動トルク（例えば、手術
器具２３２の通常の動作トルク限度の４０％以下、手術カートリッジ１００を含めた通常
の動作トルク限度の２０％以下）を発生するように、プロセッサ２４２にモータ２３６を
制御させる命令を包含する。多くの実施形態において、モータ２３６によって発生され得
るトルクの量を制限するために、モータ２３６に供給される電流が制限される。発生され
た作動トルクは、手術器具の回転出力部に伝達され、所定の回転量に渡って手術用カート
リッジ１００の射出方向と反対側に回転出力部を回転させることを試行する。ＩＣＢプロ
セッサ２４２は、結果として生じる回転出力部の回転を閾値回転量と比較し、結果として
生じる回転出力部の回転が閾値回転量よりも小さい場合に、カートリッジ１００が存在し
、かつ未使用であることを決定する。
【００５３】
　多くの実施形態において、センサ２３８は、位置センサであってもよく、また、ホール
センサを含んでもよい。ＩＣＢプロセッサ２４２は、ホールセンサの計測数を数え、そし
て、そのホールセンサの計測数を所定の数値と比較することで、手術器具２３２の回転出
力部の結果として生じる回転又は導き出される回転の質が閾値（例えば、所定の回転数又
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は導き出される速度の値）よりも小さいか否かを決定してもよい。複数の他の適切な位置
センサもまた、使用され得る。例えば、位置センサはエンコーダを含んでもよい。
【００５４】
　多くの実施形態において、センサ２３８は、速度センサであってもよく、また、例えば
誘導型速度センサ又はタコメータを含んでもよい。ＩＣＢプロセッサ２４２は、速度セン
サの出力、又はその導き出される質が閾値（例えば所定の速度の値又は導き出される位置
の値）よりも小さいか否かを決定してもよい。
【００５５】
　多くの実施形態において、センサ２３８は、加速度センサであってもよく、また、例え
ば振動加速度計（accelerometer）を含んでもよい。ＩＣＢプロセッサ２４２は、加速度
センサの出力、又はその導き出される質が閾値（例えば所定の加速度の値又は導き出され
る位置の値）よりも小さいか否かを決定してもよい。
【００５６】
　ＩＣＢプロセッサ２４２は、試行された回転出力部の回転の停止を監視するように構成
される。ＩＣＢプロセッサ２４２は、回転出力部が所定の期間内に最小値よりも小さい量
だけ回転するときを検出するために、回転出力部の回転を追跡し、追跡された回転を処理
する
　多くの実施形態において、手術用カートリッジ１００は、関節ナイフを含む。所定の回
転量は、使用済みの形態の手術器具に加えられた場合にナイフの露出に結果するであろう
回転量よりも小さくなるように選択されてもよい。カートリッジは、カートリッジが操作
された場合に、クランプされた組織に打ち込まれるステープルを含んでもよい。関節ナイ
フは、打ち込まれたステープルの複数の列の間でクランプされた組織を切断するように構
成されてもよい。カートリッジは、血管をシールするように構成されてもよく、また、シ
ールされた血管を切るように構成された関節ナイフを含んでもよい。
【００５７】
　本明細書において記述された、手術器具に取り付けられた未使用の手術用カートリッジ
の存在を確認するために使用される制御システムは、本明細書において記述された如何な
る適切な手術システムにも採用することができる。そして、本明細書において記述された
複数の方法は、本明細書において記述された如何なる適切な手術システム、手術器具、及
び／又は手術カートリッジを使用しても実施することが可能である。
【００５８】
　複数の他の変形が、本発明の精神の範囲に含まれる。それ故に、本発明は、様々な変更
および代替の構成を受け入れることができるが、本発明のある例示された実施形態が図面
に示され、詳細に上述されている。しかしながら、本発明を開示された特定の形態又は複
数の形態に限定する意図はなく、反対に、全ての修正、代替構成、及び添付の特許請求の
範囲で定義されるような本発明の精神および範囲内に入る等価物を包含することを意図す
ることが理解されるべきである。
【００５９】
　用語“力（force）”は、明細書等にこれに反する示唆がなされるか又は文脈上明確に
矛盾しない限り、（特に特許請求の範囲の文脈において）力及びトルクを包含するものと
して解釈されるべきである。本発明を記述する文脈（特に特許請求の範囲の文脈）におけ
る用語“一つ（a，an，the）”及び類似の参照の使用は、明細書等にこれに反する示唆が
なされるか又は文脈上明確に矛盾しない限り、単数及び複数の両方を包含すると解釈され
るべきである。用語“有する”、“持つ”及び“含む”は、これに反する注記がなされな
い限り、オープン・エンドの用語である（すなわち、“含むが、これに限定されない”こ
とを意味する）と解釈されるべきである。用語“接続される”は、間に何らかのものが存
在するとしても、部分的又は全体的に、中に含まれる、取り付けられる、又は一体に接合
されると解釈されるべきである。本明細書における値の範囲の列挙は、明細書等にこれに
反する示唆がなされない限り、単に、範囲内に含まれる個々の別個の値を個々に言及する
簡便な方法として機能することを意図している。そして、個々の別個の値は、明細書等に
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おいて独立に列挙された場合と同様に詳細な説明に取り込まれる。本明細書において記述
された全ての方法は、明細書等にこれに反する示唆がなされるか又は文脈上明確に矛盾し
ない限り、如何なる適切な順序でも実施され得る。本明細書においてなされる如何なる及
び全ての例又は例示的な言葉（例えば、“のような”）の使用は、これに反する請求がな
されない限り、単に本発明の実施形態をより分かりやすく例示することを意図しており、
本発明の範囲に限定を提示するものではない。詳細な説明における如何なる言葉も、如何
なる請求項に記載のない要素が本発明の実施に本質的であると示唆するものとして解釈さ
れるべきではない。
【００６０】
　複数の本発明の好ましい実施形態が、発明者らが知る本発明を実施するための最良の形
態を含め、本明細書に記載されている。これらの好ましい実施形態の様々な変形が、先の
記述を読むことによって当業者に明らかとなるであろう。発明者らは、当業者が適宜この
ような変形を用いることを予期し、そして発明者らは、本発明が本明細書において具体的
に記載した以外の方法で実施されることを意図する。したがって、本発明らは、適用可能
な法によって許容されるように、本明細書に添付の特許請求の範囲に記載された主題の全
ての変更及び等価物を含む。その上に、明細書等にこれに反する示唆がなされるか又は文
脈上明確に矛盾しない限り、そのすべての可能な変形における上記要素の任意の組合せが
本発明に包含される。
【００６１】
　本明細書において引用した刊行物、特許出願、及び特許を含む全ての参考文献は、各参
考文献が個別にかつ具体的に参照により組み込まれることが示され、その全体が本明細書
に記載されている場合と同程度に、参照により本明細書に組み入れられる。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年5月23日(2017.5.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンドエフェクタに取り付け可能なカートリッジが発射させられる準備ができているか
どうかを検出する方法であって、前記カートリッジは、前記カートリッジを発射させる第
一の方向に動かされる可動要素を含み、当該方法は：
　トルク限度又は力限度の対象となる、第二の方向への前記可動要素の動きを命令するス
テップであり、前記第二の方向は前記第一の方向の反対側である、ステップ；
　前記トルク限度又は力限度の対象となる、前記第二の方向への前記可動要素の前記命令
された動きが完成されることができるかどうかを検出するステップ；
　前記トルク限度又は力限度の対象となる、前記第二の方向への前記可動要素の前記命令
された動きが完成されることができないことを検出することに応じて、前記カートリッジ
が発射させられる準備ができていると決定するステップ；及び
　前記トルク限度又は力限度の対象となる、前記第二の方向への前記可動要素の前記命令
された動きが完成されることできることを検出することに応じて、前記カートリッジが発
射させられる準備ができていないと決定するステップ、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記トルク限度又は力限度の対象となる、前記第二の方向への前記可動要素の動きを命
令する前記ステップは、前記トルク限度又は力限度の対象となる作動入力を発生するサブ
ステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記トルク限度又は力限度の対象となる作動入力を発生する前記サブステップは、作動
入力の発生に使用される電気モータに供給される電流を制限するサブステップを含む、請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記トルク限度又は力限度を超えることに応じて、作動入力を終了するステップ；
　達成された前記第二の方向への前記可動要素の動きの量を測定するステップ；及び
　達成された前記第二の方向への前記可動要素の動きの量を、前記第二の方向への前記命
令された動きと比較するステップ、
　を更に含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　達成された前記第二の方向への前記可動要素の動きの量を測定する前記ステップは、前
記作動入力を前記カートリッジへ伝達するために使用される駆動伝達装置の要素の位置を
追跡するセンサに問い合わせるサブステップを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記作動入力を前記カートリッジへ伝達するために使用される駆動伝達装置の摩擦を測
定するステップ、及び
　前記トルク限度又は力限度を、前記測定された摩擦に打ち勝つために十分であるように
設定するステップ、
　更に含む、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記トルク限度又は力限度を、前記カートリッジの通常の動作限度よりも小さく設定す
るステップ、を更に含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項８】
　前記トルク限度又は力限度を、前記カートリッジの通常の動作限度よりも小さく設定す
る前記ステップは、前記トルク限度又は力限度を、前記通常の動作限度の２０％よりも小
さく設定するサブステップを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記トルク限度又は力限度の対象となる、前記第二の方向への前記命令された動きは、
発射させられた状態にある前記カートリッジのナイフを格納位置から露出位置へ動かすた
めに十分な前記可動要素の動きの量よりも小さい、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　手術器具であって：
　作動出力部を有するエンドエフェクタであり、当該エンドエフェクタは、手術用カート
リッジを受容及び支持するように構成され、前記手術用カートリッジは、該手術用カート
リッジを発射させる第一の方向への前記作動出力部の作動によって前記第一の方向に作動
されるように構成されている作動入力部を有し、該作動入力部は、前記手術用カートリッ
ジが当該エンドエフェクタに取り付けられた場合に、前記作動出力部に動力伝達可能に結
合される、エンドエフェクタ；
　前記作動出力部と動力伝達可能に結合された駆動源；
　前記作動出力部の動きを検出するように構成されているセンサ；並びに
　前記センサ及び前記駆動源と通信可能に結合された制御部であり、当該制御部は、プロ
セッサ及び命令を含む有体の記憶媒体を有し、前記命令は、実行された場合に、前記プロ
セッサに：
　　トルク限度又は力限度の対象となる第二の方向へ前記作動出力部を作動させるように
前記駆動源を動作させ、前記第二の方向は前記第一の方向の反対側であり；
　　前記作動出力部が、所定の作動量だけ、前記トルク限度又は力限度の対象となる前記
第二の方向へ作動されることができるかどうかを検出させ；
　　前記作動出力部が、所定の作動量だけ、前記トルク限度又は力限度の対象となる前記
第二の方向へ作動されることができないことを検出することに応じて、前記カートリッジ
が発射させられる準備ができていると決定させ；
　　前記作動出力部が、所定の作動量だけ、前記トルク限度又は力限度の対象となる前記
第二の方向へ作動されたことを検出することに応じて、前記カートリッジが発射させられ
る準備ができていないと決定させる；
　制御部、
　を有する、手術器具。
【請求項１１】
　前記トルク限度又は力限度の対象となる第二の方向へ前記作動出力部を作動させるよう
に前記駆動源を動作させることは、前記駆動源に含まれる電気モータに供給される電流の
制限を含む、請求項１０記載の手術器具。
【請求項１２】
　前記所定の強度は、前記手術器具の通常の動作限度よりも小さい、請求項１０記載の手
術器具。
【請求項１３】
　前記所定の強度は、前記手術器具の通常の動作限度の２０％よりも小さい、請求項１２
記載の手術器具。
【請求項１４】
　前記センサは、位置センサ、速度センサ又は加速度センサの少なくとも一つを有する、
請求項１０記載の手術器具。
【請求項１５】
　前記位置センサは、ホールセンサ又はエンコーダの少なくとも一つを有する、請求項１
４記載の手術器具。
【請求項１６】
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　前記速度センサは、誘導速度センサ又はタコメータの少なくとも一つを有する、請求項
１４記載の手術器具。
【請求項１７】
　前記加速度センサは、振動加速度センサを有する、請求項１４記載の手術器具。
【請求項１８】
　前記制御部は、結果として生じる前記作動出力部の作動量が閾値作動量よりも小さいか
否かを決定するために前記センサの出力を監視する、請求項１４記載の手術器具。
【請求項１９】
　前記命令は、実行された場合に、前記制御部を、
　前記作動出力部の動きを追跡させ、かつ
　前記追跡された動きを処理し、前記作動出力部の試行された動きの停止を監視させる、
　請求項１０記載の手術器具。
【請求項２０】
　前記作動出力部が所定の期間内において最小量よりも小さく動いた場合に、停止が検出
される、請求項１９記載の手術器具。
【請求項２１】
　前記手術用カートリッジは、関節ナイフを有し、
　前記所定の作動量は、使用済みの形態の手術用カートリッジに加えられた場合に、前記
ナイフの露出に結果する作動の量よりも小さい、
　請求項１０記載の手術器具。
【請求項２２】
　前記手術用カートリッジは、
　前記手術用カートリッジが動作した場合に、クランプされた組織内へ打ち込まれる複数
のステープル、及び
　前記打ち込まれたステープルの間の複数の列の間でクランプされた組織を切断するよう
に構成された関節ナイフ、
　を有する、請求項１０記載の手術器具。
【請求項２３】
　前記手術用カートリッジは、血管をシールするように構成され、シールされた血管を切
るように構成された関節ナイフを含む、請求項１０記載の手術器具。
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